
エアコン、ＬＥＤ照明、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ 

 

１．申請の受付 

令和５年６月開始 

 

２．交付額 

 エアコン、ＬＥＤ照明、冷蔵庫・冷凍庫、テレビの購入合計額の 1/3 

 （上限 70,000円 ※購入合計額が 50,000円以上の方に限ります。 100円未満切捨。） 

 

３．交付要件 

（１）エアコン 

 ①統一省エネラベル（2010 年度目標）星 4 以上又は、同ラベル（2027 年度目標）２．５以上のも

の。 

 ②各世帯 1台限り。 

 ③買い替えに限る。 

（２）ＬＥＤ照明 

①既存の照明がＬＥＤでないこと。 

②設置工事を伴う場合は購入価格に設置工事費を含む。 

③ＬＥＤ以外の照明の設置数を購入数の限度とする。 

   ④買い替えに限る。 

（３）冷蔵庫・冷凍庫 

 ①経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が１００％以上のもの。 

 ②各世帯各 1台限り。 

 ③買い替えに限る。 

（４）テレビ 

  以下の２点を満たすこと。 

 ①買い替え前のテレビが２０１２年以前の製造であること。 

 ②経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が６０％以上のもの（各世帯１台を限度とする。）。 

 

４．申請時必要書類 

 （１）交付申請書（別記様式第１号） 

 （２）誓約書 

 （３）既存の家電と対象省エネ家電の設置場所を示す間取り図 

 （４）対象省エネ家電が申請要件を満たしていることがわかるパンフレットなど 

 （５）買い替え前の家電の写真（家電本体が確認できるもの１枚、型式が確認できるもの１枚の計２枚） 

（６）その他町長が必要と認める書類 

 



５．機器等設置後必要書類 

（１）実績報告書（別記様式第６号） 

（２）請求書（別記様式第７号） 

（３）対象省エネ家電の買い替えに係る領収書の写し 

（４）特定家庭用機器廃棄物管理票（リサイクル券）の写し 

※エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、テレビの場合 

（５）対象省エネ家電の設置後の写真（家電本体が確認できるもの１枚、型式が確認できるもの１枚の

計２枚） 

 

６．注意事項 

 （１）申請時に本町に住所を有しない者が申請を行なったときは、よしとみ「エコまち」プロジェクト奨励

金実績報告書（別記様式第６号）を提出する時点において本町に住所を有することが明らかな場合

は、本町に住所を有する者とみなします。 

 （２）工事着工日は、交付決定通知の日以降です。その日以前に工事着工した場合、理由を問わずに奨

励金の交付は行いません。 


